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令和２年２月１３日（木）午後１時３０分～ 

燕市役所 会議室３０１ 

 

 

 

１．開  会 

 

 

２．挨  拶 

 

 

３．議    題 

 

（1）令和２年度介護保険事業特別会計予算（案）について 

  （資料１） 

   

 

（2）介護予防・日常生活圏域ニーズ調査等の実施状況について 

  （燕市高齢者保健福祉計画・第８期介護保険事業計画策定に向けて） 

 

（資料２-１、２-２） 

 

 

（3）介護保険料の平準化（案）について 

（資料３） 

 

 

（4）地域包括支援センター事業運営について 

（資料４-１、４-２） 

 

 

（5）その他 

 

 

４．閉    会 

 

 



予算額 構成比 予算額(案) 構成比 増減額 増減率 予算額 構成比 予算額(案) 構成比 増減額 増減率

01 保険料 1,893,408 21.8 1,846,644 21.0 ▲46,764 ▲2.5 01 総務費 168,119 1.9 162,920 1.9 ▲5,199 ▲3.1

01 介護保険料 1,893,408 21.8 1,846,644 21.0 ▲46,764 ▲2.5 01 総務管理費 111,814 1.3 104,176 1.2 ▲7,638 ▲6.8

01 第１号被保険者保険料 1,893,408 21.8 1,846,644 21.0 ▲46,764 ▲2.5 01 一般管理費 111,814 1.3 104,176 1.2 ▲7,638 ▲6.8

02 分担金及び負担金 1,613 0.0 1,941 0.0 328 20.3 02 徴収費 4,086 0.0 4,106 0.0 20 0.5

01 負担金 1,613 0.0 1,941 0.0 328 20.3 01 賦課徴収費 4,086 0.0 4,106 0.0 20 0.5

01 認定審査会共同設置負担金 1,613 0.0 1,941 0.0 328 20.3 03 介護認定審査会費 49,157 0.6 51,804 0.6 2,647 5.4

03 使用料及び手数料 190 0.0 190 0.0 0 0.0 01 介護認定審査会共同事務費 11,696 0.1 11,762 0.1 66 0.6

01 手数料 190 0.0 190 0.0 0 0.0 02 認定調査等費 37,461 0.4 40,042 0.5 2,581 6.9

01 督促手数料 190 0.0 190 0.0 0 0.0 04 運営協議会費 250 0.0 497 0.0 247 98.8

04 国庫支出金 2,002,418 23.1 2,063,657 23.5 61,239 3.1 01 運営協議会費 250 0.0 497 0.0 247 98.8

01 国庫負担金 1,464,618 16.9 1,517,281 17.3 52,663 3.6 05 介護人材確保育成事業費 2,812 0.0 2,337 0.0 ▲475 ▲16.9

01 介護給付費負担金 1,464,618 16.9 1,517,281 17.3 52,663 3.6 01 介護人材確保育成事業費 2,812 0.0 2,337 0.0 ▲475 ▲16.9

02 国庫補助金 537,800 6.2 546,376 6.2 8,576 1.6 02 保険給付費 8,110,809 93.4 8,201,829 93.4 91,020 1.1

01 調整交付金 405,547 4.7 410,095 4.7 4,548 1.1 01 介護サービス等諸費 7,541,819 86.9 7,575,330 86.2 33,511 0.4

02 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 46,087 0.5 50,878 0.6 4,791 10.4 01 居宅介護サービス給付費 2,548,982 29.4 2,504,359 28.5 ▲44,623 ▲1.8

03 地域支援事業交付金(包括的支援・任意事業） 72,649 0.8 72,402 0.8 ▲247 ▲0.3 02 特例居宅介護サービス給付費 100 0.0 100 0.0 0 0.0

04 保険者機能強化推進交付金 13,017 0.1 13,001 0.1 ▲16 ▲0.1 03 地域密着型介護サービス給付費 1,517,677 17.5 1,550,287 17.6 32,610 2.1

05 介護保険事業費補助金 500 0.0 0 0.0 ▲500 皆減 04 特例地域密着型介護サービス給付費 100 0.0 100 0.0 0 0.0

05 支払基金交付金 2,239,692 25.8 2,269,434 25.8 29,742 1.3 05 施設介護サービス給付費 3,131,554 36.1 3,175,355 36.1 43,801 1.4

01 支払基金交付金 2,239,692 25.8 2,269,434 25.8 29,742 1.3 06 特例施設介護サービス給付費 100 0.0 100 0.0 0 0.0

01 介護給付費交付金 2,189,921 25.2 2,214,497 25.2 24,576 1.1 07 居宅介護福祉用具購入費 5,380 0.1 6,061 0.1 681 12.7

02 地域支援事業支援交付金 49,771 0.6 54,937 0.6 5,166 10.4 08 居宅介護住宅改修費 16,592 0.2 18,618 0.2 2,026 12.2

06 県支出金 1,251,187 14.4 1,267,778 14.4 16,591 1.3 09 居宅介護サービス計画給付費 321,234 3.7 320,250 3.6 ▲984 ▲0.3

01 県負担金 1,191,750 13.7 1,206,243 13.7 14,493 1.2 10 特例居宅介護サービス計画給付費 100 0.0 100 0.0 0 0.0

01 介護給付費負担金 1,191,750 13.7 1,206,243 13.7 14,493 1.2 02 介護予防サービス等諸費 112,150 1.3 126,581 1.4 14,431 12.9

02 県補助金 59,437 0.7 61,535 0.7 2,098 3.5 01 介護予防サービス給付費 63,583 0.7 75,835 0.9 12,252 19.3

01 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 23,044 0.3 25,435 0.3 2,391 10.4 02 特例介護予防サービス給付費 100 0.0 100 0.0 0 0.0

02 地域支援事業交付金(包括的支援・任意事業） 36,393 0.4 36,100 0.4 ▲293 ▲0.8 03 地域密着型介護予防サービス給付費 20,274 0.2 21,387 0.2 1,113 5.5

07 財産収入 40 0.0 48 0.0 8 20.0 04 特例地域密着型介護予防サービス給付費 50 0.0 50 0.0 0 0.0

01 財産運用収入 40 0.0 48 0.0 8 20.0 05 介護予防福祉用具購入費 1,650 0.0 1,871 0.0 221 13.4

01 利子及び配当金 40 0.0 48 0.0 8 20.0 06 介護予防住宅改修費 8,168 0.1 7,548 0.1 ▲620 ▲7.6

08 繰入金 1,284,787 14.8 1,328,799 15.2 44,012 3.4 07 介護予防サービス計画給付費 18,315 0.2 19,780 0.2 1,465 8.0

01 一般会計繰入金 1,284,786 14.8 1,328,798 15.2 44,012 3.4 08 特例介護予防サービス計画給付費 10 0.0 10 0.0 0 0.0

01 介護給付費繰入金 1,013,853 11.7 1,025,232 11.7 11,379 1.1 03 その他諸費 3,933 0.0 3,976 0.0 43 1.1

02 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 23,043 0.3 25,434 0.3 2,391 10.4 01 審査支払手数料 3,933 0.0 3,976 0.0 43 1.1

03 地域支援事業繰入金(包括的支援・任意事業） 36,392 0.4 36,099 0.4 ▲293 ▲0.8 04 高額介護サービス等費 140,581 1.6 160,554 1.8 19,973 14.2

04 職員給与費繰入金 85,279 1.0 82,699 1.0 ▲2,580 ▲3.0 01 高額介護サービス費 140,571 1.6 160,544 1.8 19,973 14.2

05 事務費繰入金 62,063 0.7 59,456 0.7 ▲2,607 ▲4.2 02 高額介護予防サービス費 10 0.0 10 0.0 0 0.0

06 介護認定審査会共同事務費繰入金 18,474 0.2 18,619 0.2 145 0.8 05 高額医療合算介護サービス等費 14,803 0.2 17,377 0.2 2,574 17.4

07 低所得者保険料軽減繰入金 45,682 0.5 81,259 0.9 35,577 77.9 01 高額医療合算介護サービス費 14,793 0.2 17,367 0.2 2,574 17.4

02 基金繰入金 1 0.0 1 0.0 0 0.0 02 高額医療合算介護予防サービス費 10 0.0 10 0.0 0 0.0

1 介護給付費準備基金繰入金 1 0.0 1 0.0 0 0.0 06 特定入所者介護サービス等費 297,523 3.4 318,011 3.6 20,488 6.9

09 繰越金 6,000 0.1 6,000 0.1 0 0.0 01 特定入所者介護サービス費 297,309 3.4 317,583 3.6 20,274 6.8

01 繰越金 6,000 0.1 6,000 0.1 0 0.0 02 特例特定入所者介護サービス費 100 0.0 100 0.0 0 0.0

01 繰越金 6,000 0.1 6,000 0.1 0 0.0 03 特定入所者介護予防サービス費 　 104 0.0 318 0.0 214 205.8

10 諸収入 334 0.0 349 0.0 15 4.5 04 特例特定入所者介護予防サービス費 10 0.0 10 0.0 0 0.0

01 延滞金加算金及び過料 300 0.0 300 0.0 0 0.0 03 財政安定化基金拠出金 1 0.0 1 0.0 0 0.0

01 第１号被保険者延滞金 300 0.0 300 0.0 0 0.0 01 財政安定化基金拠出金 1 0.0 1 0.0 0 0.0

02 雑入 34 0.0 49 0.0 15 44.1 01 財政安定化基金拠出金 1 0.0 1 0.0 0 0.0

01 第三者納付金 1 0.0 1 0.0 0 0.0 04 地域支援事業費 389,175 4.5 407,817 4.6 18,642 4.8

02 返納金 1 0.0 1 0.0 0 0.0 01 介護予防・生活支援サービス事業費 173,858 2.0 192,387 2.2 18,529 10.7

03 雑入 32 0.0 47 0.0 15 46.9 01 介護予防・生活支援サービス事業費 154,538 1.8 170,625 1.9 16,087 10.4

8,679,669 100.0 8,784,840 100.0 105,171 1.2 02 介護予防ケアマネジメント事業費 19,320 0.2 21,762 0.2 2,442 12.6

02 一般介護予防事業費 11,397 0.1 13,332 0.2 1,935 17.0

01 一般介護予防事業費 11,397 0.1 13,332 0.2 1,935 17.0

03 包括的支援事業・任意事業費 203,512 2.3 201,632 2.3 ▲1,880 ▲0.9

01 包括的支援事業費 159,396 1.8 159,576 1.8 180 0.1

02 任意事業費 44,116 0.5 42,056 0.5 ▲2,060 ▲4.7

04 その他諸費 408 0.0 466 0.0 58 14.2

01 審査支払手数料 408 0.0 466 0.0 58 14.2

05 基金積立金 40 0.0 48 0.0 8 20.0

01 基金積立金 40 0.0 48 0.0 8 20.0

01 介護給付費準備基金利子積立金 40 0.0 48 0.0 8 20.0

06 諸支出金 1,525 0.0 2,225 0.0 700 45.9

01 償還金及び還付加算金 1,525 0.0 2,225 0.0 700 45.9

01 第１号被保険者保険料還付金 1,500 0.0 2,200 0.0 700 46.7

02 過年度支出金 3 0.0 3 0.0 0 0.0

03 第１号被保険者保険料還付加算金 22 0.0 22 0.0 0 0.0

07 予備費 10,000 0.1 10,000 0.1 0 0.0

01 予備費 10,000 0.1 10,000 0.1 0 0.0

01 予備費 10,000 0.1 10,000 0.1 0 0.0

8,679,669 100.0 8,784,840 100.0 105,171 1.2

比較

【歳入合計】

【歳出合計】

比較
款 項 目

令和元年度 令和２年度
款 項 目

令和元年度 令和２年度

資料１

　　　　燕市介護保険事業特別会計当初予算（案）概要版
（単位：千円）
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令和 2年 2月 13日 
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1 はじめに 

（１）高齢化の状況 

我が国の総人口は、平成 30（2018）年 10 月 1 日現在、1 億 2,644 万人となっています。 

このうち 65 歳以上の高齢者人口は 3,558 万人となり、総人口に占める割合（高齢化率）は、

28.1％に達しています。 

■年齢階層別人口推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

燕市においても人口減少、少子高齢化は進行しており、高齢化率は全国を上回り、令和元年 11

月末現在、30.5％となっています。 

国の介護保険制度における要介護・要支援認定者数は、令和元（2019）年 7 月現在で 664.8

万人となっており、介護保険制度が創設された平成 12（2000）年 4 月（256.2 万人）の 2.59

倍に増加しています。 

介護が必要になった主な原因は、「認知症」が最も多く、次いで「脳血管疾患（脳卒中）」と

なっています。 

燕市の、令和元年１１月の認定者数は 4,456 人で認定率は 18.4％で全国・新潟県を下回ってい

ます。 

 

（２）高齢者の介護に係る国の基本方針・計画 

高齢社会対策大綱の策定 

我が国の高齢社会対策の基本的枠組みは、高齢社会対策基本法（平成 7 法律第 129 号）に基づ

いており、同法第 6 条に基づき、政府は、政府が推進すべき高齢社会対策の指針として、「高齢

社会対策大綱」を策定することが義務づけられています。 

平成 30（2018）年 2 月 16 日に閣議決定された「高齢社会対策大綱」においては、健康・福

祉分野の基本的施策として、 

①介護保険制度の着実な実施と持続可能な制度としての更なる充実を図ること 

②地方公共団体における介護保険事業計画等の状況を踏まえ、要介護高齢者の需要に応じた良

質な介護サービス基盤の計画的な整備を進めること 

③介護職員の人材確保や資質向上を図ること 

1,752 1,680 1,589 1,507 1,407 1,321 1,246 1,194 1,138 1,077 1,012

8,409 8,103 7,629 7,406 7,170 6,875 6,494 5,978 5,584 5,275 5,028

1,407 1,517 1,734
1,747 1,497 1,428 1,522

1,681 1,643 1,424 1,258

1,160 1,407 1,613 1,872 2,180

2,288 2,260 2,239 2,277
2,417 2,446
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（万人） （%） 

実績値                推計値 

12,777 12,806 12,709 12,532 12,254 
11,913 

11,522 
11,092 10,642 10,192 9,744 
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④家族の介護を理由とした離職を防止するため、仕事と介護を両立することができる雇用・就

業環境の整備を図ること 

⑤高齢化の進展に伴い更に増加が見込まれる認知症高齢者やその介護を行う家族等を支援する

取り組みを推進すること 

などが定められています。 

 

ニッポン一億総活躍プランにおける「介護離職ゼロ」に向けた施策 

「ニッポン一億総活躍プラン」（平成 28 年 6 月 2 日閣議決定）において、少子高齢化という

日本の構造的問題に真正面から立ち向かい、誰もが活躍できる一億総活躍社会を創っていくた

め、「戦後最大の名目 GDP600 兆円」、「希望出生率 1.8」および「介護離職ゼロ」という強い

大きな目標を掲げ、この 3 つの的に向かって新しい三本の矢（「希望を生み出す強い経済」、

「夢をつむぐ子育て支援」および「安心につながる社会保障」に係る政策）を放つこととされて

います。 

このうち「介護離職ゼロ」に関しては、その実現に向けた国民生活における課題を 

①介護サービスの提供側については、「希望する介護サービスの利用」ができるよう、「介護

基盤の供給」および「介護人材の確保・育成」に向けた対応策が必要 

②介護に取り組む家族については、「介護に不安なく取り組む」ことができるよう、「家族を

支える環境づくり」が必要。また、「介護と仕事を両立」できるよう、「介護休業・介護休

暇の利用率向上」、「長時間労働の是正」および「柔軟な就労形態の利用率向上」に向けた

対応策が必要 

③高齢者等については、「健康を長い間維持するなどして安心して生活できる」よう、「高齢

者に対するフレイル（虚弱）予防・対策」、「障がいや難病のある方等が自立し、社会参加

しやすい環境づくり」および「地域課題の解決力強化と医療・福祉人材の活用」に向けた対

応策が必要 

としています。 

 

認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン）に基づく施策 

我が国における認知症の人の数は、平成 24（2012）年で約 462 万人、65 歳以上の高齢者の

約 7 人に 1 人と推計されており、更なる高齢化の進展に伴い、令和 7（2025）年には認知症の人

は約 700 万人となり、65 歳以上の高齢者に占める割合は、約 5 人に 1 人に上昇すると推計され

ています。 

厚生労働省は、認知症高齢者等にやさしい地域づくりを推進していくため、関係府省庁と共同

して、平成 27 年 1 月 27 日に「認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン）～認知症高齢者等

にやさしい地域づくりに向けて～」を策定しました。その対象期間は、認知症の人が約 700 万人

に増加することが見込まれる令和 7（2025）年までで、施策の体系としては 7 つの柱から構成さ

れています。具体的には、 

①認知症への理解を深めるための普及・啓発の推進 

②認知症の容態に応じた適時・適切な医療・介護等の提供 

③若年性認知症施策の強化 

④認知症の人の介護者への支援 

⑤認知症の人を含む高齢者にやさしい地域づくりの推進 

⑥認知症の予防法、診断法、治療法、リハビリテーションモデル、介護モデル等の研究開発お

よびその成果の普及の推進 

⑦認知症の人やその家族の視点の重視                 となっています。 
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（３）介護保険制度の概要 

介護保険制度は、社会全体で介護が必要な高齢者を支えるために平成 12（2000）年 4 月に創

設されました。介護保険のサービス利用者は在宅サービスを中心に着実に増加し、創設時の 3 倍

以上に増加しています。それに伴い、介護費用が急速に増大しています。 

介護費用の増大に伴い、介護保険制度創設時には全国平均で月 3,000 円程度であった介護保険

料は、現在約 5,500 円になっており、令和 7（2025）年には約 8,200 円になると見込まれてい

ます。 

高齢化は今後も進展すると考えられ、認知症の高齢者の割合や、世帯主が高齢者の単独世帯・

夫婦のみの世帯の割合が増加すると推計されています。そこで、このような社会構造の変化や高

齢者のニーズに応えるために、高齢化の進展のスピードや地域資源の状況などそれぞれの地域の

実情に応じた「地域包括ケアシステム」の構築に取り組んできました。 

平成 29（2017）年 6 月には、地域包括ケアシステムの深化・推進と介護保険制度の持続可能

性の確保を柱とする介護保険法等の一部改正が行われました。 

介護保険サービス一覧（■は介護予防サービスがあるもの） 

居宅介護サービス 

  ■訪問介護 ■訪問入浴介護 ■訪問リハビリテーション ■訪問看護 ■居宅療養管理指導 

  ■通所介護（デイサービス） ■通所リハビリテーション（デイケア）  

  ■短期入所生活介護/短期入所療養介護（ショートステイ） ■福祉用具貸与  

  ■特定福祉用具販売 ■住宅改修費の支給 ■特定施設入所者生活介護 

施設サービス 

  ■介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） ■介護老人保健施設 ■介護療養型医療施設 

  ■介護医療院 

地域密着型サービス 

  ■認知症対応型通所介護 ■小規模多機能型居宅介護 ■看護小規模多機能型居宅介護 

  ■認知症対応型共同生活介護（グループホーム） ■定期巡回・随時対応型訪問看護 

  ■夜間対応型訪問介護 ■地域密着型通所介護（小規模デイサービス） 

  ■地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 地域密着型特定施設入居者生活介護  

居宅介護支援 

  ■居宅介護支援 
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2 計画の位置づけ 

（１）制度上の位置づけ 

高齢者保健福祉計画 

老人福祉法（昭和 38 年法律第 133 号）第 20 条の８の規定に基づく「市町村老人福祉計画」 

介護保険事業計画 

介護保険法（平成 9 年法律第 123 号）第 117 条の規定に基づく「市町村介護保険事業計画」 

高齢者保健福祉計画と介護保険事業計画は、一体的に策定することが法で示されています(老人

福祉法第 20 条の 8 第 7 項、介護保険法第 117 条第 6 項)。高齢者保健福祉計画のうち、介護保

険サービス等に関する部分を詳しく述べたものが介護保険事業計画となります。 

（２）計画の位置づけ 

令和 2 年度を始年度とする「第 2 次燕市総合計画」の施策に基づくとともに、医療、保健、障

がい者施策などの各種個別計画との整合性・調和を保ち、燕市における高齢者の医療、介護、福

祉、保健、生きがいや社会参加、住みやすいまちづくりなど、高齢者施策全般に関わる行政計画

です。 

介護保険法の規定に基づく国の基本指針に即し、また｢新潟県高齢者保健福祉計画」 および

「新潟県地域保健医療計画」、「健康にいがた 21」等と調整を図り策定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2次 燕市総合計画 

健康・医療・福祉 

燕市高齢者保健福祉計画・ 

第８期介護保険事業計画 

第 3次燕市地域福祉計画 

第 3次燕市健康増進計画 

燕市障がい者基本計画・ 

第６期燕市障がい福祉計画 

燕市人権教育・啓発推進計画 

                    等 

国の関連計画 

健康日本 21 

障害者基本計画（第 4次） 

第 7次医療計画 

第 3期医療費適正化計画         等 

新潟県の関連計画 

健康にいがた 21（第３次） 

新潟県高齢者保健福祉計画（第 8期） 

新潟県地域保健医療計画（第 7次） 

新潟県障害者計画 

新潟県障がい福祉計画（第 5期）    等 
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3 計画策定に向けて 

（１）計画策定に向けた現状分析と課題の整理 

「介護保険事業計画における施策反映のための手引き」において、過去の利用実績や人口推計

から算出した見込み量を「サービス提供体制」として構築していくことは、必ずしも地域がめざ

すビジョンの達成につながるとは限らないことから、まずは地域がめざすビジョンを明確化し、

その達成を見据えたサービス提供体制の構築方針を検討したうえで、「自然体推計に基づく見込

み量を修正すること（施策反映）」が必要とされています。 

 

■「ビジョン達成型」の事業計画の作成プロセス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「介護予防等の「取組と目標」設定の手引き」では、第 7 期計画の進捗管理において把握され

た地域の課題や解決方法を踏まえ、①何をめざしたか？②めざす姿のための具体的な中目標は？

③そのためにやるべきことと期待したことは？を考察し、第 8 期に実施すべき施策とその効果を

見込んだうえで、計画に記載することが求められる、とされています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 8期計画 第 9期計画 

地域がめざす 
ビジョンの明確化 

サービス提供体制の 
構築方針 

自然体推計に基づく 
見込み量の修正 
（施策反映） 

参照指標に基づく 
モニタリング 

確保方策の実践 
サービス提供体制の 

構築方針 

自然体推計に基づく 
見込み量の修正 
（施策反映） 

参照指標に基づく 
モニタリング 

確保方策の実践 

進捗状況の反映 

利用実績の反映 
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4 計画策定に向けた調査 

（１）調査項目 

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 

平成 28 年９月に厚生労働省が提示した介護予防・日常生活圏域ニーズ調査は、介護保険事業

計画を作成するにあたって、要介護認定を受けていない高齢者（一般高齢者、介護予防・日常生

活支援総合事業対象者、要支援者）を対象に、日常生活圏域ごとに、地域の抱える課題の特定

（地域診断）に資することなどを目的として実施します。身体を動かすこと、食べること、毎日

の生活、地域での活動、たすけあい、健康などに関する項目を調査しました。 

 

●国の示した「介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 調査票（必須項目+オプション項目）」に

記載されている必須項目 39 問やオプション項目に、燕市の独自の設問を追加しています。 

・必須項目、オプション項目については地域包括ケア「見える化」システムへの登録を行いま

す。 

・追加項目については、訪問歯科相談、減塩、介護予防の通いの場、健康情報、日常生活の不

安、地域包括支援センター、認知症、成年後見制度、介護保険料等についての設問を追加し

ました。 

 

 

調査名 調査対象 抽出数 

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 
65 歳以上の高齢者および要支援

1・2 認定者 
1,500 人 

 

 

在宅介護実態調査 

●国の示した「在宅介護実態調査」を計画に反映するため調査を実施しました。 

 

調査名 調査対象 抽出数 

在宅介護実態調査 在宅にいる要支援・要介護認定者 800 人 
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■第 7期・第 8期 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査の概要 

名称 
第 7期 

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 

第 8期 

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 

目的 

・要介護状態になる前の高齢者のリスク
や社会参加状況を把握することで、地
域診断に活用し、地域の抱える課題
を特定すること 

・新しい介護予防・日常生活支援総合
事業の管理・運営に活用すること 

・介護保険事業計画における新総合事
業部分の策定に活用すること 

 
 
 
 
 

・要介護状態になる前の高齢者のリスク
や社会参加状況を把握することで、地
域診断に活用し、地域の抱える課題
を特定すること 

・介護予防・日常生活支援総合事業の
評価に活用すること 

調査対象 要介護 1～5 以外の高齢者 

調査項目数 

・必須項目 33 問（見える化への登
録、地域診断の活用を想定） 

・オプション項目 30 問 

・必須項目 39 問 
・オプション項目 27 問 

 

「リスク発

生状況」の

把握 

基本チェック
リストで設定
した「虚弱」
高齢者を把握
する項目 

・運動器の機能低下 
・低栄養の傾向 
・口腔機能の低下 
・閉じこもり傾向 
・認知機能の低下 
 ※うつ予防・支援項目は主観的幸福感とうつ病スクリーニングの 

二質問法の設問を採用 

その他 

・IADL/転倒リスク 
 
 
 

「社会資源」等の把握 ・ボランティア等への参加頻度 
・たすけあいの状況 
・地域づくりへの参加意向 
・主観的幸福感 等 

 
 
 

・ボランティア等への参加頻度 
・たすけあいの状況 
・地域づくりへの参加意向 
・主観的幸福感 等 
 
 
 

その他  

・認知症にかかる相談窓口の認知度 

 
 

標準的な実施方法 「実施の手引き」の提示 「実施の手引き」「活用の手引き」の提示 

見える化システムへの登録 
あり（標準的な実施方法により得られた
必須項目への回答） 

あり（標準的な実施方法により得られた
必須項目、オプション項目への回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

見える化システム 

地域診断 

見える化システム 

地域診断 

必須 13項目 

オプション 7項目 

 

IADL：必須 5項目  オプション 0項目 

転倒リスク：必須 1項目  オプション 0項目 

必須 4項目 
重複あり 

必須 18項目 

オプション 25項目 

 

必須 22項目 

オプション 22項目 

 

必須 2項目 

設
問
の
内
容 
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1 調査目的 

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査は、高齢者の地域生活の課題や福祉サービスの利用

意向を踏まえた、第 8期介護保険事業計画（令和 3年度～令和 5年度）を策定し、福祉

サービスや健康づくり事業のより一層の向上を図るため「介護予防・日常生活圏域ニーズ

調査」を実施しました。 

また、在宅介護実態調査は、介護保険サービスの利用状況や家族等介護者の就労状況を

踏まえた、第 8期介護保険事業計画（令和 3年度～令和 5年度）を策定し、在宅生活の継

続や介護者等の就労継続の実現に向けた介護サービス基盤の充実を図るため、「在宅介護

実態調査」を実施しました。 

 

2 調査内容 

（1）調 査 期 間：令和元年 12月 13日（金）～12月 27日（金） 

（2）調 査 基 準 日：令和元年 12月 1日現在 

（3）配布・回収方法：郵送による配布・回収 

 

・介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 

抽出による一般高齢者、総合事業利用者、要支援 1・2の方に配布 

 

 

 

 

 

 

・在宅介護実態調査 

65歳以上の方の要支援、要介護認定者の中から無作為に抽出した 800 名の方に配布 

 

 

 

 

 

 

調査対象者数 1,500 人 

回 収 数 973件 

回 収 率 64.9％ 

有 効 回 答 数 973件 

調査対象者数 800人 

回 収 数 505件 

回 収 率 63.1％ 

有 効 回 答 数 498件 

資料２－２ 

調査概要 
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介護保険料の平準化（案）について 
 

１．概要 

 現在、介護保険料の基準額や制度の改定、被保険者の所得段階の変更等により年間

の保険料額が変わる場合、年 6回の年金から特別徴収（天引き）する額に差が生じる

方が年々増えてきており、この差が大きい方々からの苦情が増加しています。 

こうした支払額の差を是正するため、介護保険料の平準化を図ります。 

 

２．平準化の方法  

介護保険料の年間額は 7 月に決定されますので、決定後の 8,10,12,2 月の 4 回の

支払い額を平均になるように平準化します。 

 

＜例＞所得段階が第 1 段階から第 6 段階に上がった場合。 

【現行】 
 年間保険料の内、2月と同額を翌年度の 4,6,8 月に仮徴収します。年間保険料から仮徴収

分を差し引いた金額を 10,12,2 月の 3 回で計算します。 
 年間額 4 月 6 月 8 月 10 月 12 月 2 月 

1 年目 

(第 1 段階) 
28,400円 4,700 円 4,700 円 4,700 円 4,900 円 4,700 円 4,700 円 

 
2 年目 

(第 6 段階) 
90,700 円 4,700 円 4,700 円 4,700 円 25,600円 25,500円 25,500 円 

 
3 年目 

(第 6 段階) 
90,700 円 25,500円 25,500円 25,500円 4,800 円 4,700 円 4,700 円 

 
4 年目 

(第 6 段階) 
90,700 円 4,700 円 4,700 円 4,700 円 25,600 円 25,500 円 25,500 円 

                   

※5 年目以降は 3,4 年目と同じ金額が繰り返されます。 

 

【平準化した場合】 
年間保険料の内、2月と同額を翌年度の 4,6月に仮徴収します。年間保険料から仮徴収し

た分を差引いた金額を 8,10,12,2 月の 4 回で計算します。 
 年間額 4 月 6 月 8 月 10 月 12 月 2 月 

1 年目 

(第 1 段階) 
28,400円 4,700 円 4,700 円 4,700 円 4,900 円 4,700 円 4,700 円 

 
2 年目 

(第 6 段階) 
90,700 円 4,700 円 4,700 円 20,300円 20,400円 20,300円 20,300 円 

 
3 年目 

(第 6 段階) 
90,700 円 20,300円 20,300円 12,500円 12,600円 12,500円 12,500 円 

 
4 年目 

(第 6 段階) 
90,700 円 12,500円 12,500円 16,400円 16,500円 16,400円 16,400 円 

                    

※5年目以降はゆるやかに平均になっていきます。 

資料 3 
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３.平準化した場合の効果  

○年金から天引きされる金額が平均になっていくため、安定して年金が受け取れま

す。 

○年金額が変わっていないのに介護保険料が上がった、又は計算が間違っているの

ではないかという誤解が少なくなります。 

※ただし、平均となるまでには時間がかかり、支払額の増減は発生します。 

 

 

４．今後のスケジュール(予定)  

令和 2年度 4月 ・ホームページに制度内容を掲載 

 7月 ・広報に制度内容の周知を掲載 

  ・納入通知書に内容を記載し、詳しい制度内容のチラシを対

象者全員に同封 

  ※周知後、質問・相談については課全体で丁寧に対応 

 10月 ・国からの年金通知に合わせて広報に制度内容を再周知 

令和 3年度  ・介護保険パンフレットと共に制度内容のチラシを全戸配布 

 7月 ・広報に制度開始の周知を掲載 

  ・平準化された納入通知書を発送 

 

 

※参考 

◎各市町村の状況 

 平準化の方法 採用市町村数 

・6 月から変更(4 月と 7 月の年 2 回通知書発送) 

・年間額を 4,6,8 月と 10,12,2 月で均等になるよう計算します 

・2 月と同額を 4 月に引き、残りの額を 6,8 月に徴収します 

10 市町村 

・8 月から変更(7 月の年 1 回通知書発送) 

・年間額を 4,6,8 月と 10,12,2 月で均等になるよう計算します 

・2 月と同額を 4,6 月に引き、残りの額を 8 月に徴収します 

1 市町村 

・6 月から変更(4 月 7 月の年 2 回通知書発送) 

・2 月と同額を次の年の 4,月に仮徴収します 

･年間保険料から仮徴収した分を引いた金額を 6,8,10,12,2 月の 5 回で計算

します 

4 市町村 

・8 月から変更(7 月の年 1 回通知書発送) 

・2 月と同額を次の年の 4,6 月に仮徴収します 

･年間保険料から仮徴収した分を引いた金額を 8,10,12,2 月の 4 回で計算し

ます 

12 市町村 

この他に 2市が独自の平準化方法を採用しています。 



地域包括支援センターの事業評価に関する
全国集計結果について

評価指標の概要

〇評価指標は、地域包括支援センターの組織運営体制と、総合相談支援業務・権利擁護業務等センターが担う役
割ごとに設定されています。
〇具体的な評価指標については、法令や関係通知の規定においてセンターとして行うことが望ましいとされてい
るものを中心に、調査研究事業における論議を踏まえ設定されました。

評価分野 概要

１ 組織運営体制 ３職種の配置状況等、地域包括支援センターの組織運営体制を評価するもの。

２ 総合相談支援 相談内容の記録・把握、対応困難な相談事例解決のための市町村とセンターの連携
体制など、総合相談支援をてきせつに実施するための取組を評価するもの。

３ 権利擁護 消費者被害の情報に関する地域の民生委員等への情報提供など、高齢者の権利擁護
のための業務をてきせつに実施するための取組を評価するもの。

４ 包括的・継続的ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ支援 医療関係者と介護支援専門員の意見交換の場の設定など、適切なケアマネジメント
が行われるための地域における連携・協働の体制づくり等の取組を評価するもの。

５ 地域ケア会議 多職種連携による自立支援・重度化防止等に資する観点からの個別事例の検討等を
行う地域ケア会議の取組を評価するもの。

６ 介護予防ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ・介護予防支援 ケアプランへの地域の多様な社会資源が位置づけられているかなど、介護予防ケア
マネジメントの実施状況を評価するもの。

７ 事業連携 医療関係者と合同の事例検討会への参加など、在宅医療・介護連携推進事業等との
連携の状況を評価するもの。

1

資料4-1



市町村評価指標 地域包括支援センター評価指標

１ 組織運営体制 ●前年度における運営協議会での議論を踏まえ、センターの
運営方針、センターへの支援・指導の内容を改善したか。
○個人情報保護に関する市町村の取扱方針をセンターに示し
ているか。

〇市町村の支援・指導の内容により、逐次、センターの業務
改善が図られているか。
○個人情報保護に関する市町村の取扱方針に従って、セン
ターが個人情報保護マニュアル（個人情報保護方針）を整備
しているか。

２ 総合相談支援 〇センターが対応した家族介護者からの相談について、相談
件数・相談内容を把握しているか。
⦿センターと協議しつつ、センターにおいて受けた相談事例
の終結条件を定めているか。

〇家族介護者からの相談について、相談件数や相談内容を記
録等に残して取りまとめているか。

３ 権利擁護 〇成年後見制度の市町村長申し立てに関する判断基準をセン
ターと共有しているか。

〇成年後見制度の市町村長申し立てに関する判断基準が、市
町村から共有されているか。

４ 包括的・継続的
ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ支援

●介護支援専門員のニーズに基づいて、多様な関係機関・関
係者との意見交換の場を設けているか。

〇担当圏域の介護支援専門員のニーズに基づいて、多様な関
係機関・関係者との意見交換の場を設けているか。

５ 地域ケア会議 ●地域ケア会議において多職種と連携して、自立支援・重度
化防止等に資する観点から個別事例の検討を行い、対応策を
講じているか。

〇センター主催の地域ケア会議において、多職種と連携して、
自立支援・重度化防止等に資する観点から個別事例の検討を
行い、対応策を講じているか。

６ 介護予防ｹｱﾏﾈｼﾞ
ﾒﾝﾄ・介護予防
支援

〇センター、介護支援専門員、生活支援コーディネーター、
協議体に対して、保険給付や介護予防・生活支援サービス事
業以外の多様な地域の社会資源に関する情報を提供している
か。

〇介護予防ケアマネジメント・介護予防支援のケアプランに
おいて、保険給付や介護予防・生活支援サービス事業以外の
多様な地域の社会資源を位置づけたことがあるか。

７ 事業連携 〇在宅医療・介護連携推進事業における相談窓口とセンター
〇認知症初期集中支援チームとセンター
〇生活支援コーディネーターや協議体とセンター
の連携・調整が図られるよう、連携会議の開催や情報共有の
仕組みづくりなどの支援を行っているか。

〇在宅医療・介護連携推進事業における相談窓口に対し、相
談を行っているか。
〇認知症初期集中支援チームと訪問支援対象者に関する情報
共有を図っているか。
〇生活支援コーディネーター・協議体と地域における高齢者
のニーズや社会資源について協議をしているか。

評価指標の一部抜粋
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2-(3) 包括的・継続的ケアマネジメント支援2-(4) 地域ケア会議

2-(5) 介護予防ケアマネジメント・介護予防支援

3 事業間連携（社会保障充実分事業）

燕市 全国平均

燕市の状況平成30年度

運営協議会において、評価の中で「個人情報保護に関する市町村の取扱方針」の不備、センター

が「個人情報保護マニュアル（個人情報保護方針）」を整備していない状況が把握できたため、市の取
扱方針の内容整備及び個人情報保護マニュアル（個人情報保護方針）作成について管理者会議にて
話し合い、令和元年度各包括支援センターでマニュアル運用を開始した。
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2-(3) 包括的・継続的ケアマネジメント支援2-(4) 地域ケア会議

2-(5) 介護予防ケアマネジメント・介護予防支援

3 事業間連携（社会保障充実分事業）

燕市 全国平均

燕市の状況令和元年度

その後も管理者会議にて業務内容の話し合いを行い改善し、令和元年度にはすべての項目で全国平均を上

回った。
令和元年度、地域ケア会議において多職種と連携して、自立支援・重度化防止等に資する観点から個別事例
の検討を行い、多職種連携による自立支援及び重度化防止等の考えを深め介護予防プラン作成の視点を共
有した。

4



1 

令和２年度 燕市地域包括支援センター事業実施方針 （案） 

 

Ⅰ． 策定趣旨 

この「燕市地域包括支援センター事業実施方針」は、燕市地域包括支援センター

（以下 「センター」という。）の運営上の基本的考え方や理念、地域包括ケアシステム

構築のための方針などを明確にするとともに、センター業務の円滑で効率的な実施に

資することを目的に策定する。 

 

Ⅱ． 設置目的 

センターは、地域の高齢者等の心身の健康保持及び生活の安定のための必要な

援助を行うことにより、地域の保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援するこ

とを目的として、包括的支援事業等を地域において一体的に実施する役割を担う中

核機関として設置する。（介護保険法第115 条の46 第1項） 

 

Ⅲ． 設置方法等 

１．市は、日常生活圏域を定め、各日常生活圏域に1か所のセンターを設置する。 

 

２．市は、国が示すセンターの設置運営に関する基準（※）を遵守し、体制整備などに

努め、その運営及びスタッフの資質向上について積極的に関与し、適切な対応を実

施する。 

※ 「地域包括支援センターの設置運営について」（平成30年5月10日一部改正） 

   ６．職員の配置等（１）センターの人員より、センターには保健師・社会福祉士・主

任介護支援専門員（以下「三職種」という。）またはそれに準ずる者を置くこととさ

れている。特に包括的支援業務に従事する職員は、三職種またはそれに準ずる

者の配置に努める。今回の改正で準ずる者の要件がさらに厳しくなったので、準

ずる者も将来的には三職種の配置を行う。 

   （３）指定介護予防支援事業者の配置基準より、保健師その他の介護予防支援に 

関する知識を有する職員（担当職員）を1名以上配置する。担当職員は①保健師 

②介護支援専門員③社会福祉士④経験のある看護師⑤高齢者の相談業務に3 

年以上従事した社会福祉主事のいずれかの要件を満たすものとする。 

 

 

資料 4-2 



2 

 

 

３．燕市地域包括支援センター運営協議会（以下「運営協議会」という。）は、燕市介

護保険運営協議会と兼ねる。また、運営協議会は、センターの運営に関する事項につ

いて、承認や協議、評価する機関として役割を発揮することにより、市の適切な意思決

定に関与し、適切、公正かつ中立なセンター運営を確保する。 

 

Ⅳ．運営上の基本的考え方や理念 

１．公益性の視点 

（１）センターは、市の介護・福祉行政の一翼を担う「公益的な機関」として、公正で

中立性の高い事業運営を行う。 

（２）センターの運営費用は、市民の負担する介護保険料や、国・県・市の公費によ

って賄われていることを充分理解し、不当に特定の事業所に偏らない等適切な

事業運営を行う。 

 

２．地域性の視点 

（１）センターは、地域の介護・福祉サービスの提供体制を支える中核的な機関であ

るため、担当圏域の地域特性や実情を踏まえた適切かつ柔軟な事業運営を行

う。 

（２）センターは、地域ケア会議等を通じて、地域の住民や関係団体、サービス利用

者や事業者等の意見を幅広く汲み上げ、日々の活動に反映させるとともに、地域

が抱える課題を把握し、解決に向けて積極的に取り組む。 

 

３．協働性の視点 

（１）センターは、介護予防支援・介護予防ケアマネジメント業務は保健師、総合相

談支援業務及び権利擁護業務は社会福祉士、包括的・継続的ケアマネジメント

支援業務は主任介護支援専門員が専門性を有する。 

また、これらの専門職が「縦割り」に業務を行うのではなく、職員相互が情報を

共有して、理念・方針を理解した上で、連携・協働の事務体制を構築し、業務全

体を「チーム」として取り組む。 

（２）センターの職員は、地域での各種サービス、保健・医療・福祉の専門職、専門

機関相互の連携、ボランティア等の住民活動などインフォーマルな活動を含めた、
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地域における様々な社会資源の有効活用を図り、ネットワークを構築する。 

 

Ⅴ．事業実施方針 

１．燕市の地域包括ケアシステムの構築方針 

センターは、地域ケア会議の開催により、地域包括ケアシステム構築を推進す

る。また、高齢者支援にかかわる関係者のケア会議への参加を促進し、連携を強

化し、ネットワークを構築する。特に生活支援コーディネーターとの連携で、地域

の多様な担い手が参画する支え合い体制づくりを推進する。 

 

２． 地域ごとのニーズに応じて重点的におこなうべき業務の実施方針 

センターは、地域ケア会議から見えてくる地域課題だけでなく、日常生活圏域

ニーズ調査の結果や、普段の活動で聞く住民の声をもとに、住民ニーズに即した

業務を企画立案する。 

（※Ⅶ．１．（１）事業計画等の作成 参照） 

 

３． 介護事業者・医療機関・民生委員・ボランティア等の関係者とのネットワーク（地域 

社会との連携および専門職との連携）構築方針 

センターは、自治会・まちづくり協議会・民生委員・社会福祉協議会（CSW）・保

健センター等関係機関との連携強化のため、多職種参加の地域ケア会議を開催

する。 

（※Ⅶ．６．多職種協働による地域包括支援ネットワークの構築 参照） 

 

４．介護予防ケアマネジメント（第1号介護予防支援事業等）の実施方針 

   指定介護サービス事業所の活用に加え、その人の住む地域の資源の活用を推

進する。 

 

５．介護支援専門員のケアマネジメント支援・指導の実施方針 

センターは、日常的個別指導・相談（特に介護支援専門員1名で運営している

事業所への声掛け）や困難事例への助言・指導を行う。また、事例検討会では、

介護支援専門員の実践力向上や介護支援専門員同士のネットワークづくりを目

指す。 

（※Ⅶ．５．（２）介護支援専門員に対する支援 参照） 
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６．地域ケア会議の運営方針 

   地域ケア会議の５つの機能（個別課題解決・ネットワーク構築・地域課題発見・地

域づくり資源開発・政策形成）を発揮し、その機能を連動させることで地域包括ケア

システム構築をしていく。その点を意識して、会議の準備・実施・評価を繰り返し効

果的な会議運営を行う。 

 

７．市とセンターの連携方針 

市は、センターと連携のための各部会を定期開催し、包括的支援業務を適切に

実施できるようサポートする。 

 

８．公正・中立性確保のための方針 

センターが作成する介護予防サービス計画の公正・中立を確保するために、運

営協議会において検討する。 

 

Ⅵ．業務内容 

センターは、次の業務に加え、業務に付帯して発布される政省令等により追加さ

れる業務を実施する。 

１． 包括的支援事業 地域包括支援センターの運営（法第115条の45第1項第1号から

第2項第3号） 

（１）第１号介護予防支援事業 

（２）総合相談支援業務 

（３）権利擁護業務 

（４）包括的・継続的ケアマネジメント支援業務 

２．多職種協働による地域包括支援ネットワークの構築（法第115条の46第７項） 

３．地域ケア会議の実施（法第115条の48第1項） 

４．指定介護予防支援事業（法第115条の22） 

５．その他業務 

１、２、３、４、の業務を行うために必要な業務等及び地域支援事業の一般介護予防 

事業や任意事業、厚生労働省が定める事項。 

 

Ⅶ． 業務推進の方針 

１．共通事項 
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（１）事業計画等の策定 

センターは、当方針及び燕市高齢者保健福祉計画・第７期介護保険事業計画に

基づき、地域の実情に応じて必要となる重点課題・重点目標を含めた事業計画及

び予算計画を毎年度作成し、運営協議会に報告する。 

（２）事業実績・決算の報告及び評価 

センターは、事業実績及び決算を作成し、評価するとともに、運営協議会に報告

する。 

（３）職員の姿勢及び資質向上 

センター職員は、センターの業務が地域に暮らす高齢者が住み慣れた環境で自

分らしい生活を継続させるための支援であることを念頭に置き、常に当事者に最善

の利益を図るために業務を遂行する。また、業務遂行のために常に自己研鑽を行

い必要な研修や会議等に積極的に参加しなければならない。 

（４）地域との連携 

センターは、地域の住民や関係団体、サービス利用者や事業者などの意見を幅

広く汲み上げ、日々の活動に反映させるとともに、地域が抱える課題を把握し、市

及び他の包括センターと協働しながら解決に向け積極的に取り組む。 

（５）個人情報の管理・保護 

①センター職員は、守秘義務を厳守し、個人情報を適正に管理することで個人

情報の保護を徹底する。 

②担当する高齢者等に関する必要書類は、職員以外が閲覧できないよう書類保

管庫に施錠して管理し、持ち出しや返却がわかる管理簿（書面やデータ）を整備

する。 

③個人情報漏えいや紛失等の事案が発生した場合は、市への速やかな報告と

再発防止策の検討と実施をする。 

④センターは、個人情報保護に関する責任者（常勤職員）をおき、個人情報の安

全管理のために必要かつ適切な管理を行う。 

⑤各センターは、個人情報管理・保護に関するマニュアルを作成し、職員間で共

有する。 

（６）広報活動 

市及びセンターは、センター業務を適切に実施していくため、また業務への理解

と協力を得るためにパンフレットや広報紙等を作成し、様々な場所や関係機関への

配布を行うなど、地域住民及び関係者へ積極的に広報する。 
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（７）苦情対応 

市及び各センターに、センター（指定介護予防支援事業所）に対する苦情対応

窓口を設置する。センターは、苦情を受けた場合には速やかに市担当者に報告し、

相談記録など求められた場合は関係書類を提出する。 

（８）窓口機能の強化等 

センターの業務全般を効果的に推進するため、住民の利便性等を考慮し、担当

圏域外の高齢者や高齢者以外の相談を受けた場合についても適切に対応し、継

続支援が必要な場合には、担当圏域外のセンターや市等の関係機関につなぐなど、

常に各センター及び市と充分に協力・連携して業務を実施する。 

また、センターは業務時間以外でも緊急の相談に対応できる体制を整備する。 

（９）災害時の対応 

センターは、業務において継続支援を実施している家庭について、災害時、状況

に応じて安否確認等、必要な支援の提供等を行う。 

 

２．第１号介護予防支援業務 

第１号介護予防支援業務（介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防ケ

アマネジメント）は、要支援者及び事業対象者に対して、介護予防及び日常生活支援

を目的として、その心身の状況、置かれている環境その他の状況に応じて、その選択

に基づき、訪問型サービス（第１号訪問事業）、通所型サービス（第１号通所事業）、そ

の他の生活支援サービス（第１号生活支援事業）等、要支援者等の状況にあった適切

なサービスが包括的かつ効率的に提供されるよう必要な援助を行う。 

 

 

３．総合相談支援業務 

（１）業務の目的 

センターの総合相談支援業務は、地域の高齢者が住み慣れた地域で安心してそ

の人らしい生活を継続していくことができるよう、地域における関係者とのネットワーク

を構築するとともに、高齢者の心身の状況や生活の実態、必要な支援等を幅広く把握

し、相談を受け、地域における適切な保健・医療・福祉サービス、機関または制度の利

用につなげる等の支援を行うことを目的とする（地域支援事業実施要綱）。 

（２）実態把握 

センターは、様々な手段により地域の高齢者の心身の状況や家庭環境等について
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の実態把握を行うことで、地域に存在する隠れた問題やニーズを発見し、早期対応で

きるように取り組む。 

（３）総合相談業務 

センターは、地域において安心して相談できる拠点（中核的機関）としての役割を果

たすため、関係機関との連携のもと、様々な相談内容について、総合的に相談できる

ネットワーク体制を整備する。 

 

４．権利擁護業務 

（１）業務の目的 

センターの権利擁護業務は、地域の住民、民生委員、介護支援専門員などの支援

だけでは十分に問題が解決できない、適切なサービス等につながる方法が見つから

ない等の困難な状況にある高齢者が、地域において尊厳のある生活を維持し、安心

して生活を行うことができるよう、専門的・継続的な視点から、高齢者の権利擁護のた

め必要な支援を行うことを目的とする（地域支援事業実施要綱）。 

（２）成年後見制度の活用 

センターは、認知症などにより判断能力の低下が見られる場合には、適切な介護サ

ービス利用や、金銭的管理、法律的行為などの支援のため、成年後見制度の説明や

申立てにあたって関係機関の紹介などを行い、成年後見制度の活用を図る。 

また、申し立てを行える親族がない場合等で、成年後見制度を市長が申し立てる必

要があると認める場合には、速やかに市に報告し、市長申し立てにつなげる。 

（３）老人福祉施設等への措置 

センターは、判断能力等が低下した高齢者を虐待等から保護するため、老人福祉

法上の措置が必要な場合は、市と連携して支援を行う。 

（４）虐待が疑われる事例についての相談 

センターは、虐待が疑われる事例についての相談を受けた場合、速やかに実態の

把握に努め、市に報告して対応を検討し支援する。 

（５）困難事例への対応 

①センターは、困難事例（重層的課題がある、支援拒否、既存のサービスでは適切

なものがない等）を把握した場合は、実態把握のうえ、各専門職が連携して対応策

を検討し、適切に対応を行う。また、必要に応じて地域ケア個別会議の開催を働き

かけ調整を行う。 

②センターは、困難事例への対応にあたり、必要に応じて市に地域ケア個別会議
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の開催を働きかける。市は、必要に応じて地域ケア個別会議を開催し、センターとと

もに高齢者の支援を検討する。 

（６）消費者被害防止 

センターは、地域団体・関係機関との連携のもと、消費者被害情報の把握を行い、

情報伝達と適切な対応により被害を未然に防ぐよう支援するとともに、被害の回復のた

めの関係機関を紹介する。 

（７）認知症に関する知識の普及・啓発 

認知症高齢者はその権利の侵害を受けやすいため、センターは認知症に関する正

しい理解を促進し、認知症になっても安心して暮らせる地域を実現するために、認知

症に関する知識の普及・啓発活動に積極的に取り組む。 

 

５．包括的・継続的ケアマネジメント業務 

（１）業務の目的 

センターの包括的・継続的ケアマネジメント業務は、高齢者が住み慣れた地域で暮

らし続けることができるよう、介護支援専門員、主治医、地域の関係機関等の連携、在

宅と施設の連携など、地域において多職種相互の協働等により、個々の高齢者の状

況や変化に応じて、包括的かつ継続的に支援していく包括的・継続的ケアマネジメン

トが重要であり、地域における連携・協働の体制づくりや個々の介護支援専門員に対

する支援等を行うことを目的とする（地域支援事業実施要綱）。 

（２）介護支援専門員に対する支援 

①日常的個別指導・相談 

センターは、介護支援専門員の日常的業務の実施に関し、専門的な見地からの

個別指導や相談への対応を行う。 

②支援困難事例等への指導・助言 

センターは、地域の介護支援専門員が抱える困難事例について、具体的な支援

方法を検討し、必要に応じて市と連携を図りながら介護支援専門員に対する指導

助言等を行う。 

③地域ケア個別会議や情報交換会の実施と介護支援専門員のネットワーク構築 

センターは、介護支援専門員との地域ケア個別会議、情報交換会を実施し、介

護支援専門員同士のネットワーク構築とスキルアップを支援する。 

 

６．多職種協働による地域包括支援ネットワークの構築 
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（１）地域のニーズや社会資源の把握 

センターは、介護支援専門員や介護保険事業所、医療機関、専門相談機関等、 

連携可能な保健・医療・福祉関係機関の把握、地域のボランティア活動やインフォー

マルサービス等の社会資源の把握に努める。 

また、地域に必要な社会資源がない場合、市と協働して介護予防事業、任意事業

等を活用するなどして、その創設や開発に取り組む。 

（２）多職種協働による地域ケア会議の活用促進 

センターは、地域における包括的・継続的なケアを実施するため、把握した様々な

地域の力（多職種）との連携を構築するため地域ケア会議を開催する。 

また、センターは地域ケア会議の開催で、多職種のつながりを強化し、地域のニー

ズ発見や支援の客観性・専門性を高め、地域包括ケアの実現を目指す。 

 

７．地域ケア会議の実施 

 支援が困難なケースや自立支援・重度化防止等のケースの地域ケア個別会議を開

催し、個別の支援の充実を図るとともに、地域の課題を抽出する。 

 地域ケア個別会議や日頃の業務などから発見した地域課題を地域の関係者と共

有・協議する地域ケア会議を開催する。必要に応じて、市の地域ケア推進会議や一

層・二層の支え合い活動推進会議に課題を提出し、地域づくりや資源の開発へ繋い

でいく。 

 

８．指定介護予防支援業務 

センターは、要支援認定者について、自立を支援する介護予防サービスを提供す

るため、介護予防サービス計画を作成する。 

なお、指定居宅介護支援事業所に再委託する場合は、介護予防サービス計画作

成等に必要な助言・支援を行い、適正な業務が行われるよう努める。 

 

 令和２年度の重点的な取り組み 

 

センターは、燕市高齢者保健福祉計画・第７期介護保険事業計画に基づき、地域

全体で支えるサービス基盤整備や相互に支援するネットワークシステムづくりに向けて、

次にあげることを重点的に取り組む。 
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（１）「高齢者の暮らしの無料相談所」として、センターの認知度を上げるためＰＲに

努める。 

（２）高齢者の個別課題の解決のために、介護事業者・医療機関・民生委員・ボラン

ティア等の関係者、包括職員・行政職員で構成する地域ケア個別会議を開催し、

連携を強めることで、多職種協働の支援ネットワーク構築をめざす。 

介護予防のための地域ケア個別会議の考え方を生かして、より積極的な自立支

援に取り組む。 

（３）地域ケア個別会議から見えてくる地域の問題に対して、十分な原因分析を行い、

地域課題を明確にする。関係機関と連携を図り、地域ケア会議を開催し、課題の

解決に取り組む。 

（４）在宅医療・介護連携推進事業、生活支援体制整備事業、認知症総合支援事

業の実施主体と緊密に連携し事業の推進に努める。 

（５）圏域のすべての介護支援専門員に対して、地域ケア個別会議や情報交換会

への参加機会の提供及びケアプラン点検等の支援を行い、圏域の介護支援専

門員のケアマネジメント能力の向上に取り組む。 

（６）認知症初期集中支援チームでは、チーム員として、コーディネーター・市担当

者とともに効果的な運営に向けて取り組む。 

 

 



 

 

（５）その他 
 

① 寺澤清仁氏（前介護保険運営協議会委員）と介護保険施設で長年ボランティア活動
をされている志田朝子氏が市表彰式で功労者表彰を受賞 

 
 

② 介護職員等表彰式 
 

・令和元年１１月１１日（月）に１０年以上勤務している介護職員等を表彰する 
「燕市次世代を担うキャリアテン介護職員等表彰式」を行いました。 

 
   対象者 ２１０人、表彰式出席者 ５５人 

 
 

③ 施設整備関係 
 

・事業休止 
  ○グループホーム我が家 
   認知症対応型通所介護（共用型デイサービス） 
    休止予定期間  令和元年１０月２０日～令和２年３月３１日 
 
  ○小規模多機能ホームこころの郷 
   小規模多機能型居宅介護 
    休止予定期間  令和２年１月１日～令和２年６月３０日 

 
 ・居室転用 
  ○令和元年１２月１日 
   小規模多機能型居宅介護「小規模多機能センター長善のさと」 宿泊室 ３室 

⇓ 
   認知症対応型共同生活介護「グループホーム長善のさと」   居室  ３室 
   ※グループホーム 利用定員 ９名（１ユニット）→ １２名（２ユニット） 
 
 
◎総合事業分 

 ・新規事業所指定 
 〇令和元年１１月１日 

  ニチイケアセンター燕西（新興野１２番１８号）  訪問型サービス（独自） 
 
 ○令和２年２月２２日 
  みんなの場所（分水大武４－１－２２）      通所型サービスＢ 
 
・事業廃止 
 ○令和２年１月３１日 
  社会福祉法人 燕市社会福祉協議会介護サービス室 訪問型サービス（独自） 
 
 

資料５ 



 

 
・地域密着型サービス事業所の募集について 

第７期介護保険事業計画に基づき、整備期間を令和２年度末までとして、下記の内容
で公募を実施 
 

整備地区 施設種類 定員 

燕地区 小規模多機能型居宅介護事業所 登録定員２９名 

 
〇開設までのスケジュール（予定） 
 

日  程 内  容 

１月２４日（金） 募集要項公表（市ホームページ） 

２月３日（月）～２月２０日（木） 応募受付 

２月下旬 一次審査（書類審査） 

３月中旬 二次審査（プレゼンテーション） 

３月下旬 選定結果通知 

令和２年度補助金内示・交付決定 建設工事入札、工事着工 

令和２年度中 開設 

 
  ○事業者選考部会メンバーについて 
 

峯島 祥子 委員 
被保険者代表 

蝶名林 稔 委員 

佐藤 和之 委員 保健・医療及び福祉の関係者 

西郡  饒 委員 学識経験者 

佐藤健康福祉部長 燕市健康福祉部 

 
 

④ 保険者機能強化推進交付金について 
 

 令和元年度 （参考）平成３０年度 

交付金額 15,359,000円 14,845,000円 

得点/総点数（得点率） 586点/692点（84.7％） 527点/612点（86.1％） 

 
 
 
 
 



 

 
⑤ 令和２年度介護保険運営協議会 開催スケジュール（予定） 

 

開催予定 協 議 題（案） 

第１回 
令和2年5月29日（金） 

・介護予防・日常生活圏域ニーズ調査の報告について 
・在宅介護実態調査の報告について 

第２回 
令和2年8月18日（火） 

・第７期介護保険事業計画の進捗状況について 
・第８期介護保険事業計画に係る基本的な指針案について 

第３回 
令和2年10月15日（木） 

・第８期介護保険事業計画に係る人口推計、要介護認定者数
等の推計について 
・保険料推計について 

第４回 
令和2年11月19日（木） 

・第８期介護保険事業計画（素案）について 
・パブリックコメントの実施内容について 

第５回 
令和3年2月11日（木） 

・パブリックコメントの実施結果について 
・第８期介護保険事業計画（案）について 

※上記は開催予定であり、日程が変更となる場合があります。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



  ⑥  地域包括ケア「見える化」システムを利用した各種データについて（参考）

平成30年

3月末

平成31年

3月末時点

平成30年度

計画推計値
計画値との差

令和元年

10月末時点

令和元年度

計画推計値

（人） 4,309 4,369 4,486 △ 117 4,428 4,587

認定者数（要支援１） （人） 293 324 271 53 344 250

認定者数（要支援２） （人） 526 571 600 △ 29 577 639

認定者数（経過的要介護）（人） 0 0 0 0 0 0

認定者数（要介護１） （人） 965 1,016 951 65 1,011 929

認定者数（要介護２） （人） 777 776 724 52 776 688

認定者数（要介護３） （人） 700 646 756 △ 110 692 803

認定者数（要介護４） （人） 586 561 610 △ 49 556 638

認定者数（要介護５） （人） 462 475 574 △ 99 472 640

（%） 18.0 18.1 18.4 △ 0.3 18.3 18.7

（%） 18.6 18.7 18.9

（%） 18.0 18.3 18.5

認定者数

認定率

認定率（新潟県）

認定率（全国）

新潟県内 17番目 30保険者

全国 722番目 1,571保険者

（平成 元年10月末時点）

燕市の認定率の降順
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令和元年

10月末時点

認
定
率
(
%
)

認
定
者
数
(
人
)

燕市の要介護（要支援）認定者数、要介護（要支援）認定率の推移

認定者数（要介護５）

認定者数（要介護４）

認定者数（要介護３）

認定者数（要介護２）

認定者数（要介護１）

認定者数（要支援１）

認定者数（要支援２）

認定者数（経過的要介護）

認定率

（出典）平成23年度から平成29年度：厚生労働省「介護保険事業状況報告（年報）」、平成30年度：「介護保険事業状況報告（3月月報）」、令和元

年度：直近の「介護保険事業状況報告（月報）」



平成29年度

平成30年度

(H31/2月サービス

提供分まで)

令和元年度

(R元/8月サービス

提供分まで)

費用額 （円） 7,845,396,954 7,893,445,708 3,954,968,295

費用額（在宅サービス） （円） 3,678,877,406 3,494,845,133 1,701,734,418

費用額（居住系サービス） （円） 781,764,278 778,542,611 394,866,535

費用額（施設サービス） （円） 3,384,755,270 3,620,057,964 1,858,367,342

（円） 26,712.6 26,771.6 26,697.7

（円） 26,591.0 26,711.1 26,981.7

（円） 23,238.3 23,528.7 24,065.8

第1号被保険者1人1月あたり費用額

第1号被保険者1人1月あたり費用額（新潟県）

第1号被保険者1人1月あたり費用額（全国）
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燕市の介護費用額の推移

費用額（施設サービス）

費用額（居住系サービス）

費用額（在宅サービス）

第1号被保険者1人1月あたり費用額

（出典）【費用額】平成23年度から平成29年度：厚生労働省「介護保険事業状況報告（年報）」、平成30年度：「介護保険事業状況報告（月報）」の12か月累計、令和元年度：直近月までの「介護保険事

業状況報告（月報）」の累計（※補足給付は費用額に含まれていない）

【第1号被保険者1人あたり費用額】「介護保険事業状況報告（年報）」（または直近月までの月報累計）における費用額を「介護保険事業状況

報告月報）」における第1号被保険者数の各月累計で除して算出

新潟県内 17番目 30保険者

全国 472番目 1,571保険者

燕市の第1号被保険者1人1月あたりの費用額の降順

（平成 元年 8月末時点）

施設・居住系・在宅受給者数

平成27年

3月

平成28年

3月

平成29年

3月

平成30年

3月

平成31年

3月

令和元年

8月

施設受給者数 900 902 918 997 1,019 1,022

居住系受給者数 210 227 247 247 256 256

在宅受給者数 2,353 2,406 2,442 2,289 2,250 2,281

新潟県 108,291 109,066 110,130 106,088 107,527 108,109

全国 4,868,329 4,984,848 4,969,264 4,735,090 4,863,433 4,928,970


